
「レファレンスサービス」では必要とされる技

術や知識、およびサービスの評価について。特

にサービスの評価ひいては図書館活動の評価に

ついては、図書館員自身の評価、利用者の評価、

管理者の評価のポイント、考え方が少しづつ異

なると思いますが、時間があればその点につい

ても考えてみたいと思います。「資料の収集」

については、これに関する図書館員の役割、あ

るいは要求される専門性といったことを主に考

えてみたいと思っています。

進行につきましては、前半（ シンポジストの

の発表 ）を重富が、後半（ 討論 ）を私が受け持

ちますのでよろしくお願いいたします。また、

時間が限られておりますので、お手元に質問用

紙をお配りしてあります。討論に移ります前の

休憩時に集めたいと思いますので、各発表をお

聞きになりながら質問事項等必要項目の記入を

お願いします。

司会（ 重富 ）：司会を代わりました。京都市

立病院の重富です。では最初に「司書の養成教

育」について、昭和大学附属鳥山病院の杉森弘

子さんにお願いします。
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司書養成教育 について

昭和大学附属烏山病院 杉 森 弘 子

はじめに

昭和２５年４月３０日に制定された「図書館法」

第６条の規定に基づき、公共図書館の専門的職

員の養成を目的とする構習会が翌２６年夏から開

始された。これが今や２００の大学や短期大学で

行われている司書講習の源であります。

それから３０年を経た今日、図書館の事情は大

きく異なり、図書館の数も、蔵書も、職員の数

館に回されてきたり、また、司書資格を持つ図

書館員が図書館と無関係の他の部署に転出して

いく。これでは図書館界でりーダーシップのと

れるプロのライブラリアンは育たず、業務の蓄

積もできない。図書館界が大きく変化すること

を迫られている時期に人材養成の一翼を担う司

書課程について考えてみました。

も充実してきました。コンピュータの導入によ １．司書講習と司書課程

り図書館業務の機械化が進み、オンライン情

報検索が可能になり、館種を超えた図書館間の

協力、システム化が急がれています。テレコミ

ュニケーションの発達により外国ともオンライ

ンで情報が流出入できる時代になり、図書館界

の国際化 も絵空事ではなくなりました。

しかるに、わが国の図書館界には司書職が確

立されておらず、人事異動で全くの素人が図書

－

司書課程という語は、「図書館法」でも「施

行規則」でも使われている訳ではありません。

２ヶ月間集中して行われる司書講習に対して、

同じ内容のものが大学や短大で学年暦に合わせ

カリキュラムの中に組み込まれて履修できるよ

うになっているものを、講習と区別して便宜上

司書課程と呼んでいるにすぎないのです。

（１） 司書講習
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司書課程が準拠している司書講習についてま

ず説明します。昭和２５年４月３０日に公布された

「法」によって、公共図書館に司書と司書補を

置くことができるようになりました。「図書館

法」という名称ではありますが、公共図書館に

関する法律で、大学図書館や専門図書館を規定

するものではない。従って、司書・司書補とい

っても公共図書館で働く司書と司書補のことで

す。それまで図書館界には司書や司書補の資格

はなかったから、これらのポジションは必置で

はないにしても、公共図書館に司書や司書補の

職名ができたことは一大変化であり、また進歩

でありました。当時、既に公共図書館で働いて

いた人々は、司書・司書補暫定資格者として講

習の受講資格が与えられた。

第１回の講習は、「法」の通過した２６年７月

から９月までの２ヶ月に亘り、５国立大学で行

われた。それも教育学部か学芸学部のある大学

が文部大臣の委嘱を受けて行うことが決められ

ていました。第２回からは１０ケ所の国立大学が

委嘱を受け、講習は倍増しました。第３回目は

１６ケ所に増えたが、この回より私立大学も講習

を開始しました。この講習は、一度は廃止の声

が出たのですが、「法」施行後５年を過ぎても

なお現職者の中に無資格者が残っていたため、

資格取得の機会を残す意味で続けられました。

それが結局今まで続いているわけです。そのた

め付則が無意味なものになり、図書館に無資格

者が入ってくることを許す結果となりました。

そして、司書職確立のチャンスを逃してしまう

ことになったのです。配布した資料の中にもあ

りますように、図書館情報大学でも今年より講

習を開始し、司書職の確立は一層遠のいたと思

わざるを得ないのが現状です。講習の受講者も

初期にはその趣旨通り現職者が中心でしたが、

次第に学生や主婦の数が増えてきているようで

す。（ 図１）

（２） 司書課程

一方で講習は科目や単位はそのままの形で、

－

大学や短大で正規の卒業科目と平行して教職課

程と同様な形で「司書課程」として定着してい

きました。講習の第３回目から参加した東洋大

学では、現職者の便宜を図って金曜日の夜と、

土曜日・日曜日の午後に学年暦に合わせた講習

を行うようになってきました。また、同志社大

学でも、大学卒業を基礎とする図書館員養成が

行われるようになった。かなり早い時期から夏

期だけでなく、学年暦に合わせた、今でいう

「司書課程」への移行が始まっていたのです。

講習では高校卒が司書補、大学卒が司書の資格

が取得できるという区別ははっきりしていまし

たが、司書課程が大学だけでなく短大でも開設

されるようになって、同じ司書で も大卒と短大

卒ができてしまいました。

当初、暫定的に存在した短大は女子教育の場

として普及し、昭和３６年６月、「学校教育法」

の一部が改正されて恒久的な制度となりました。

４２年の調査では、司書課程を設置している短大

が２７校にも増えています。（ 図２・図３）

（３） 昭和４３年の「法改正」

図書館の現職者に資格を付与するための講習

であった頃はそれなりの意味があったが、司書

課程も大学や短大に置かれ、新人が講習や課程

を終えて図書館に就職するようになるとさまざ

まな不満がでてきました。

当初は、２ヶ月１５単位では採用してもとても

司書として役に立だないし、この程度ではとて

も専門職としての特別扱いはできないといった

不満が図書館側から出され、一方受講者は講習

を修了したのに図書館に就職できないとか、就

職できても専門職として扱ってもらえない等と

いった不満を持ちました。法の改正の要望が起

こり、昭和４３年には「法」と「施行規則」が改

正されました。文部省社会教育局社会教育官で、

法の改正を担当した中島俊教は、この改正を次

のように説明しています。「資格としては４年

制大学の卒業者で何らかの学科を専攻したもの

に３０～４０単位の図書館に関する専門科目を履修
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させることが最小限必要であるが、従来の講習

修了ていどの司書の需要もあり、直ちに上述の

司書を実現するのは困難であるから、現行の講

習内容を改善するだけにとどめた。」 この・結

果、基本的な講習科目３８単位が定められ、その

中の初歩的な部分１９単位が今回の改善の内容と

なりました。（ 図４）

昭和４２年に司書課程を置いている短大は２７校

だったのに比べ、４７年には６０校に倍増している

のをみても改正の結果は明白でした。

２ 司書課程の問題点

（１） 司書の生産過剰と就職

昭和５２年度には７，４００名の学生が大学と短大

で資格を得ており、５年後の５７年には８．６５０名

に増加しています。その他講習、通信教育の修

了生を含めると１万人に迫る司書が毎年生産さ

れていると推定できます。これらの司書資格取

得者が司書として就職している率は正確な数は

把握できないけれども、５７年度の報告では約

３７０名で４．２７％にしかなりません。講習の分を

加えても５～６％というところでしょう。そう

なると、資格取得者の９４～９５％は、資格が生か

せないことになります。学生からは折角資格を

取得したのに就職に結び付かない不満が出され

ています。図書館側では無資格者を採用したり、

異動してきた無資格の職員に資格をとらせるケ

ースが少なくありません。これが有資格者の就

職の間口を狭めているのではないでしょうか。

（ 図５）

（２） 教育・研究・教員

司書課程は卒業単位の外にあるので、大学や

短大で正規の科目と併置されているかぎり、科

目数や単位数が増やせません。また、施行規則

に縛られて１単位や２単位では科目も単位も細

切れになり、授業内容がいかにも乏しいものに

なります。従って、図書館界の変化にも対応で

きず、機械化にしてもシステム化にしても授業

に取り入れる余地が全くないので「遅れ」をと

つているようです。

司書課程は、また「専攻」ができないのでゼ

ミや卒論もありません。履修する学生数の割に

は専任教員数が少なく、この変化の激しい時代

に対応した調査研究の積み重ねも不十分です。

そのため、授業内容もなかなか充実したものと

はなっていません。大学で教える教員は、その

教授する科目において少なくとも学士、修士、

できれば博士の学位を持っていることが望まし

いが、図書館・情報学ではそういった人は数え

るほどしかいません。図書館で働いていた人が

定年後司書課程の教員になる例が余りにも多く、

図書館学では講習程度の資格の人でも教えてい

ます。従って、司書課程の授業内容は全国的に

もレベルが低く、コンセンサスもなく、また差

がありすぎるのが現状です。

３^） 専門職

「法」では、司書及び司書補の職名は規定さ

れていますが、司書・司書補を公共図書館に置

くことができるのであって、置かなければなら

ないのではない。即ち、司書職は専門職として

確立されていないのです。従って、組織内の人

事異動の対象となり、無資格者が図書館に回さ

れてくるし、３～４年で有資格者が図書館以外

の職場に移っていきます。

司書職を専門職として確立させようという運

動はかなり行われていますが、その中味は司書

のレベルを今のままで、人事異動の対象にはし

ないようにしようというもののようです。わが

国でいう専門職は、欧米のプロフェッションと

は同じ意味を持つものではありません。プロフ

ェツションに対する理解と認識はまだ不十分な

状態だと思われます。専門識というのは、その

分野で高度な学問、研究、技術を伴った人でな

ければできない職種をいいます。医師はその一

例で、医師の免許を持つ者だけが医療行為がで

きます。勤務医が異動をする場合には、病院か

ら病院へ移るのであって、決して税務課や戸籍

課に異動するのではありません。一生医師とし
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て、精神科なら精神科医という自分が選んだ分

野で医業を積み重ねていくことができます。こ

のような職業を欧米ではプロフェッションとい

います。欧米の国々では、司書職はプロフェッ

ションとして確立しています。その辺りの現状

については、時間の関係上今回は省略します。

わが国では、司書といっても高卒の司書補でも

３年以上の勤務経験と所定の講習単位の取得で

司書になる道が開けています。つまり、２ヶ月

の講習でも、大学や短大の司書課程でも、また

大学で図書館学を専攻した者でも、あるいは大

学院で修士・博士号を取得したものでも同じ

「司書」でしか有り得ないのです。

私は高卒でできる仕事はプロフェッションに

はなり得ないと思っています。つまり、誰にで

もで きる仕事だからです。一方、図書館学の高

度な学位を持っていても、わが国の現状では図

書館の中で実務に生かす道はありません。この

ような状態では、プロフェッションという意味

で国際的な対応は不可能というしかありません。

３ 病院図書室の現状

現在、私達の働く病院という組織体では、職

員の殆どがそれぞれの専門家であり、それらの

人々を通して医療が行われています。そこで行

われる医療の向上のための一翼を担うのが図書

室の役割で、図書室で働く者はそれを全うでき

る能力が要求されるのです。病院やスタッフが

現在何を指向しているか、何を研究し、どんな

資料や文献を必要としているかを敏感に察知し、

かつすばやく反応できる感覚が必要だと思いま

す。図書館に何を求めてくるかを理解し、図書

館は何をしなければならないかという基本的な

事柄一つまり図書室の使命は何かを理解するこ

とこそ司書の仕事だと思います。そこが単なる

事務員を配属する場合との違いではないでしょ

うか。それがあってこそ、病院は司書を採用す

るメリットがあるという風に考えます。

また、病院では大学、研究所等の図書館に比

すれば人数も少なく、殆ど１人という職場では

チームを作って仕事をしたり、自分の受け持っ

た分担分野を深く極めることは困難です。オー

ルラウンドの仕事をこなしている、これが病院

図書室担当者の現状でしょう。研鎖もせず、批

判も受けず、刺激もなければ、凡人ならマンネ

リ化し自己満足で仕事をする毎日となり勝ちで

す。たとえ、司書の資格を持っていたにせよ、

購入された図書や資料の番人をしているだけに

なり、「司書」という資格を自ら低めてしまう

ということになってしまいます。

そのようにならないためには、訓練や継続教

育が欠かせないものだと思います。このような

継続教育や訓練の機会にどんなものがあるか挙

げてみましょう。まず、同じ医学分野をベース

にした図書室同士の研修と館種を超えた場での

研修があります。前者は同じ分野の図書館同士

なので、問題点を共有し、技能の習熟や時代の

流れ等を学べる場だと思います。それには、こ

の日本病院会や近畿病院図書室研究会、病院図

書室研究会等の研修会があります。また、こう

いった団体の会員は医学図書館協会の研修会へ

の参加の道も開かれています。少し分野を広げ

て、生物医学図書館員研究会、日本端末研究会

等に参加するのも良いでしょう。

また、後者では専門分野とは別に、「図書館

員」としての連帯感を持つことができる館種を

問わない図書館員の研修会への参加があります。

それには、日本図書館協会、日本図書館研究会、

専門図書館協議会、図書館史研究会等がありま

す。図書館大会に出席し、分野の異なった図書

館に勤務している人だちと交流したり、図書館

を見学したりするのもよい刺激になると思いま

す。長期に亘り同一の仕事を１人でするには、

真正面から真面目にばかりやっていたのではノ

イローゼになることもあり得ましょう。こんな

時に自分の趣味にあう館種、つまり美術・音楽

等の図書館団体に個人で参加するのも視野が広

がり面白いものです。
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また、最近では海外への図書館ツアーもかな

り行われておりますから、それに参加し諸外国

の図書館を見学したり図書館員との友情を持つ

のも楽し みながら学べる１つの手ではないで

しょうか。これらは仕事に直接的に、またすぐ

に役立つものではないでしょうが、時代の流れや

共通の問題点の発見や図書の未来像を知り、己

れの図書館人としての教養を深められるのでは

ないかと思います。日本よりもっと条件の悪い

（ 図Ｉ） 昭和６３年度 司書および司書補の講習
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所で頑張っている図書館員もいることがわかり

ますし、また他館種を知ることにより、今まで

気付かなかった自館の問題点や良い点を知るこ

ともできて、いいのではないかと思います。

最後にこのテーマは、現在の図書館界の抱え

ている諸問題の根源でもあるので、この短い時

間内では論じ切れないことも多々あり、省略し

た点もあるのをご了解いただきたいと思います。

（ 図２） 司書課程増加状況
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（ 図３） 都道府県別司書・司書教論課程設置状況
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（図５） １９７７年４月現在の開講と就職の状況
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（ 図４） 司書講習科目（昭和４３年３月改正 ）
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司会（ 重富）：どうもありがとうございまし

た。では、２番目の演者、広島市民病院の岡橋

郁子さんに「病院図書室の運営と管理」につい

て発表をお願いします。
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